
報告第３８号 

 

令和４年度主要事業に係る提案活動について 
 

 

１ 概要 

  国の各省庁が財務省に概算要求を行う時期に合わせ、国会議員（地元選出及び県選出）、国(本省・ 

地方機関)及び広島県に対し、提案活動を行うもの。 

 

２ 提案先及び提案時期 

提案先 提案時期 

（１）広島県議会議員 
下原康充議員、井原修議員、 

西本博之議員、恵飛須圭二議員 
7月 9日（金） 

（２）広島県 

県知事、県副知事、県議会議長、危機管理監、総務局、

地域政策局、環境県民局、健康福祉局、商工労働局、農

林水産局、土木建築局、都市建築技術審議官、 

企業局、病院事業局、教育委員会、警察本部 

7月 8日（木） 

（３）国（地方機関） 

国土交通省中国地方整備局 

国土交通省中国運輸局 

経済産業省中国経済産業局 

7月 9日（金） 

（４）国会議員 

衆議院 

議員 

新谷 正義 議員（４区）【自由民主党】 

寺田 稔   議員（５区）【自由民主党】 

小島 敏文 議員（比例中国）【自由民主党】 

畦元 将吾 議員（比例中国）【自由民主党】 

斉藤 鉄夫 議員（比例中国）【公明党】 

7月 16日（金） 
参議院 

議員 

宮沢 洋一 議員（Ｈ28）【自由民主党】 

柳田 稔   議員（Ｈ28）【無所属】 

森本 真治 議員（Ｒ１）【国民民主党】 

宮口 治子 議員（Ｒ３）【無所属】 

（５）国（中央省庁） 

内閣府、消費者庁、総務省、消防庁、財務省、 

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、 

国土交通省、環境省 

 

３ 提案方法 

  訪問により実施 

（新型コロナウイルス感染症の状況により訪問での実施が困難な場合は郵送により実施する。） 

 

４ 提案項目 

  次のとおり 
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■提案事項

〇 公立学校における子どもに向き合う時間を確保するための人員を配置する
こと

平成３１年１月２５日付け「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校
指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な
方策について（答申）」を受け、服務監督権者である本市教育委員会におい
ても教職員の働き方改革の推進に努めている。

働き方改革を推進しつつ、教員が子どもに向き合う時間を確保するため、
小学校英語専科、部活動指導員、スクールソーシャルワーカー等専門スタッ
フの配置が必要である。

【提案先：文部科学省・広島県】

【提案要旨】 子どもに向き合う時間を確保するための人員配置

【提案項目】
１２ 子どもに向き合う時間を確保するための人員配置について

１２ 子どもに向き合う時間を確保するため
の人員配置について東広島市の現状と課題・取組状況

小学校 配置校

令和２年度 １人（県費） 高美が丘小学校
令和３年度 １人（県費） 高美が丘小学校

１ 小学校英語専科配置状況

令和２年度から、小学校では新学習指導要領が完全実施となり、第５・６学年では外国語が、第３・４学年では
外国語活動が導入された。これまでの教育課程に新たな内容が加わり、教職員の教材研究等に要する時間が膨らん
でいる。
現在、県費職員として１人配置している状況に留まっている。他の小学校にも配置が必要である。

２ 部活動指導員配置状況

中学校 配置校

令和２年度 ４人 向陽中学校・八本松中学校・高屋中学校・磯松中学校
令和３年度 ４人 向陽中学校・八本松中学校・高屋中学校・磯松中学校
令和２年１月１７日付けで文部科学省が示した「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を

監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために構ずべき措置に関する指針」では、１か月当たりの
超過勤務は４５時間以内とされている。しかし、部活動を実施している中学校では、達成が厳しい状況にあり、部活動
指導員を各中学校へ配置することが、状況の改善に向けて有効な方法と考える。

現在、中学校４校に部活動指導員を配置しているが、他の中学校にも配置が必要である。

３ スクールソーシャルワーカー配置状況

人数 配置校

令和２年度 ８人（県費３人・市費５人） 県費…高屋・黒瀬・八本松中学校区（４７０時間×３人） 市費…５人で１,３８０時間
令和３年度 ８人（県費３人・市費５人） 県費…高屋・黒瀬・八本松中学校区（４７０時間×３人） 市費…５人で２,３３２時間

経済状況等、生活環境に課題のある児童生徒の家庭等に対して効果的な支援を行うためには、家庭・地域と学校との
連携が重要である。本市においても、要保護・準要保護世帯が増加傾向にあり、令和２年度は１,８７７世帯が該当する。
また、不登校児童生徒も増加傾向にあり、令和２年度は２１２人となっている。
しかし、福祉に関する専門的な知識を十分に身につけていない教職員がこうした状況に対応することは、超過勤務の

増大に拍車をかけることにつながる。
現在、三つの中学校区で県費スクールソーシャルワーカーを配置しているが、他の中学校区にも配置が必要である。
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■提案事項 
 

〇 ICT支援員等の人件費補助を継続すること 

教員のＩＣＴスキル及び指導力を向上させるとともに、一定の水準を維持す
るために、ＧＩＧＡスクールサポーター配置（令和２～３年度補助事業）及びＩＣ
Ｔ支援員配置（平成３０～令和４年度地方財政措置）等の補助について、継続
的な財政支援が必要である。 

 

〇 ICT支援員等の人材確保及び人材育成を支援すること 

ICT支援員として必要な技能等を習得した人材の確保や人材育成に係る
研修等の支援が必要である。   

 

○ 学校及び家庭の通信費支援を拡充すること 

学校のインターネット回線増強にかかる工事費及び通信費、さらに、「家庭
学習のための通信機器整備支援事業（令和２年度補助）」で補助対象外経費
とされている通信費に対する継続的な財政支援が必要である。 

【提案先：文部科学省・広島県】 

 

 

 

 

 

 
 

 

【提案要旨】ICT支援員等の人件費補助の継続及び通信費（学校・家庭）の支援拡充 

【提案項目】 
１３ GIGAスクール推進のためのICT支援員等及び通信費の支援拡充 
   について 

１３ GIGAスクール推進のためのICT支援 
   員等及び通信費の支援拡充について 東広島市の現状と課題・取組状況 

○本市には49校の公立小中学校があり、約１,１00人の教員（常勤）が在籍している。 

 「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」において、「児童生徒のＩＣＴ 

 活用を指導する能力」の項目で、「できる・ややできる」と回答した教員の割合は、 

 全国に比べやや低い値（令和２年度調査）となっている。 

 

○今後、学校のＩＣＴ化は加速し、教育現場の環境は大きく変わっていくことが想定さ 

 れ、併せて教員のＩＣＴスキル及びＩＣＴ指導力の向上が求められる中、現状のＩＣＴ 

 支援員のサポートだけでは教員が知識を習得し、 授業に取り入れることが難しい。 

 ※支援員は、ＩＣＴの知識に加え、授業実践の知識（教職経験者など）も必要  

  令和３年度：ＧIＧＡスクールサポーター業務（６人程度：36,000千円／年） 

 

○約16,000人の児童生徒が在学しているが、このうち家庭の通信環境等が整っていない割合は最大で15％程度。 

 現状はモバイルルータ（Wi-Fi）を、必要な家庭（就学援助世帯）に貸与している。 

 ※通信費だけでなく、モバイルルータ本体の更新・維持費も課題として残る。 

  令和２年度：補助事業によりモバイルルータを1,410台購入（１台あたり通信費（月間５GB）：約300円／月） 

  

○本市では、校内LAN整備（補助事業）とは別に、学校のインターネット回線の増強にも取り組んでいるが、どの程度 

 まで行うべきか予測判断が難しく、ランニングコスト増大にも直結するため、かなり慎重な姿勢で実施せざるを得な 

 い状況である。 

  令和２年度：46校の回線増強※既存の本庁集約回線に加え、学校からインターネットへの直抜け回線を増設 

  全校の通信費 令和元年度：約6,500千円／年 ⇒ 令和３年度：約11,500千円／年 
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(令和２年度調査） 

「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」 

「できる・ややできる」と回答した教員の割合 
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■提案事項

〇 少人数学級に向けた教室増等の施設・設備の整備を計画的に行うこと

○ 少人数学級に向けた教員増に伴う正規教職員を確保すること

保護者等の多様な教育ニーズ、子どもたちの学力格差の拡大など、教育現
場ではますます困難な状況が表れており、教職員の児童生徒一人ひとりに対
するきめ細やかな対応が求められている。また、コロナ禍の中、「三密」回避に
向けた取組みも合わせて求められている。
少人数学級を実現するためには、施設・設備の整備に伴う財政的支援及び
教職員の人材確保が必要である。

【提案先：文部科学省・広島県】

【提案要旨】 少人数学級に向けた教室増等の施設・設備の整備及び教職員採用の拡充

【提案項目】
１４ 少人数学級に向けた環境整備等について

学級数増加に伴い、増員となる教職員の確保が課題である。

〇本市における施設・設備の整備の見込み

〇本市における学級数の増加見込み

１４ 少人数学級に向けた環境整備等
について

東広島市の現状と課題・取組状況

国は、小学校の学級編成の標準を現行の４０人（第１学年は３５人）から段階的に３５人に引き下げる意
向である。県においては、小学校第２学年まで３５人学級が措置され、本市もその枠組みの中にある。

現行制度での通常学級数

小学校(33校) ３９５学級

中学校(15校) １３９学級

３５人学級の場合

小学校(33校) ４１８学級 ２３学級増

中学校(15校) １５７学級 １８学級増

３５人学級の場合の不足教室数 （令和2年度調査）

校 種 不足教室校 不足教室数

小学校 ４校（３４校中） ７学級

中学校 １校(１５校中) １学級

増設する施設・設備を整備するための予算が課題である。
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